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(57)【要約】
【課題】簡易かつ費用対効果が高いブレーキディスクア
センブリを提供する。
【解決手段】ブレーキディスク１１と、ブレーキディス
ク１１に連結される連結部５４を有するハブ本体５０と
を備える自転車のブレーキディスクアセンブリ１０であ
って、ハブ本体５０は、ハブ本体５０の軸方向端５３か
ら異なる軸方向距離に配置された複数の停止領域５６が
設けられた径方向外側部分５５を有し、ブレーキディス
ク１１は中央部１３を有し、この中央部１３には、ハブ
本体５０の連結部５４を少なくとも部分的に収容するよ
うに、かつ、回転中にブレーキディスク１１をハブ本体
５０に固定するように、開口１５が設けられ、ブレーキ
ディスク１１は、さらに、ハブ本体５０の停止領域５６
のうちの１つに選択的に接触するように構成された突起
１６を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブレーキディスク（１１）と、
　当該ブレーキディスク（１１）に連結される連結部（５４）を有するハブ本体（５０）
とを備える自転車のブレーキディスクアセンブリ（１０）であって、
　前記ハブ本体（５０）は、前記ハブ本体（５０）の軸方向端（５３）から異なる軸方向
距離に配置された複数の停止領域（５６）が設けられた径方向外側部分（５５）を有し、
　前記ブレーキディスク（１１）は中央部（１３）を有し、この中央部（１３）には、前
記ハブ本体（５０）の前記連結部（５４）を少なくとも部分的に収容するように、かつ、
回転中に前記ブレーキディスク（１１）を前記ハブ本体（５０）に固定しているように、
開口が設けられ、
　前記ブレーキディスク（１１）は、さらに、前記ハブ本体（５０）の前記停止領域（５
６）のうちの１つに選択的に接触するように構成された突起（１６）を有するブレーキデ
ィスクアセンブリ（１０）。
【請求項２】
　請求項１に記載のブレーキディスクアセンブリ（１０）において、
　前記ブレーキディスク（１１）は、円周方向に並びかつ等間隔に離間する複数の突起（
１６）を有し、
　前記ハブ本体（５０）は、各突起（１６）に対して、円周方向に並ぶ複数の停止領域（
５６）を有するブレーキディスクアセンブリ（１０）。
【請求項３】
　請求項２に記載のブレーキディスクアセンブリ（１０）において、
　円周方向に隣接するそれぞれ複数の停止領域（５６）からなる２組に属する２つの同一
の停止領域（５６）間の角度方向距離が、前記円周方向に隣接する２つの突起（１６）間
の角度方向距離と等しいブレーキディスクアセンブリ（１０）。
【請求項４】
　請求項２または３に記載のブレーキディスクアセンブリ（１０）において、
　前記複数の突起（１６）が、同一の軸方向寸法を有するブレーキディスクアセンブリ（
１０）。
【請求項５】
　請求項２から４のいずれか一項に記載のブレーキディスクアセンブリ（１０）において
、
　前記複数の突起（１６）が、同一の円周方向寸法を有するブレーキディスクアセンブリ
（１０）。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載のブレーキディスクアセンブリ（１０）において
、
　同一組の複数の停止領域（５６）のうち、軸方向最外側の停止領域（５６）と軸方向最
内側の停止領域（５６）との間の距離の差が、約０．０２５ｍｍから約２．０００ｍｍの
範囲にあるブレーキディスクアセンブリ（１０）。
【請求項７】
　請求項２から６のいずれか一項に記載のブレーキディスクアセンブリ（１０）において
、
　各停止領域（５６）が、
　　前記突起（１６）のための挿入開口（５８）、
　　軸方向に方向付けられた少なくとも１つの肩部（５９）、および
　　前記ブレーキディスク（１１）の前記突起（１６）が接触するように構成された停止
壁（５７）を有し、
　複数の停止領域（５６）からなる同一組の各停止領域（５６）の前記停止壁（５７）が
、好ましくは連なって配置されて単一の傾斜面（５７ａ）を形成し、
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　前記ブレーキディスク（１１）の前記突起（１６）が軸方向端（１６ａ）を有し、この
軸方向端（１６ａ）が、好ましくは前記単一の傾斜面（５７ａ）に対する対の形状からな
るブレーキディスクアセンブリ（１０）。
【請求項８】
　請求項７に記載のブレーキディスクアセンブリ（１０）において、
　各停止領域（５６）が、
　　前記挿入開口（５８）と前記停止壁（５７）の間に延在する２つの肩部（５９，５９
ａ）を有し、
　前記２つの肩部（５９）は、互いに平行であり、かつ前記停止領域（５６）と係合する
ように構成された前記突起（１６）の円周方向長さと等しい距離で円周方向に離間してい
るか、または前記複数の停止領域（５６）の円周方向長さと等しい距離で円周方向に離間
しているブレーキディスクアセンブリ（１０）。
【請求項９】
　請求項７または８に記載のブレーキディスクアセンブリ（１０）において、
　複数の停止領域（５６）からなる同一組の各停止領域（５６）の前記停止壁（５７）が
、互いに平行で異なる円周方向平面に沿って配置されているブレーキディスクアセンブリ
（１０）。
【請求項１０】
　請求項８に記載のブレーキディスクアセンブリ（１０）において、
　前記ブレーキディスク（１１）の前記突起（１６）は、前記中央部（１３）の前記開口
（１５）の径方向内側に突出しており、前記肩部（５９）は、前記ブレーキディスク（１
１）の前記中央部（１３）の軸方向寸法と少なくとも等しい距離にわたって軸方向に延び
ているブレーキディスクアセンブリ（１０）。
【請求項１１】
　請求項７または８に記載のブレーキディスクアセンブリ（１０）において、
　前記突起（１６）が、前記中央部（１３）の前記開口（１５）の径方向外側に配置され
ているブレーキディスクアセンブリ（１０）。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか一項に記載のブレーキディスクアセンブリ（１０）におい
て、
　前記突起（１６）は、前記ブレーキディスク（１１）の前記中央部（１３）から前記複
数の停止領域（５６）に向かって軸方向に突出しているブレーキディスクアセンブリ（１
０）。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のブレーキディスクアセンブリ（１０）において、
　前記ハブ本体（５０）は、前記停止領域（５６）の軸方向外側および径方向内側に延び
る複数の溝（６１）が介在した複数の突条（６０）を備え、前記ブレーキディスク（１１
）の前記中央部（１３）の前記開口（１５）が、前記ハブ本体（５０）の前記複数の突条
（６０）および前記複数の溝（６１）に適合する複数の突条（６０）および複数の溝（６
１）を備えるブレーキディスクアセンブリ（１０）。
【請求項１４】
　自転車のブレーキディスク（１１）を連結するように構成された連結部（５４）を備え
る自転車のハブ本体（５０）であって、
　前記連結部（５４）が、前記ハブ本体（５０）の端（５３）から異なる軸方向距離に配
置された複数の停止領域（５６）が設けられた径方向外側部分（５５）を有し、
　前記ハブ本体（５０）の前記停止領域（５６）が、前記ブレーキディスク（１１）の少
なくとも１つの突起（１６）によって選択的に接触されるように構成されているハブ本体
（５０）。
【請求項１５】
　自転車のブレーキディスク（１１）であって、
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　ハブ本体（５０）の連結部（５４）を少なくとも部分的に収容するように、かつ、回転
中に当該ブレーキディスク（１１）を前記ハブ本体（５０）に固定しているように、開口
（１５）が設けられた中央部（１３）を備え、
　当該ブレーキディスク（１１）が、さらに、前記ハブ本体（５０）の少なくとも１つの
停止領域（５６）に選択的に接触するように構成された少なくとも１つの突起（１６）を
備えるブレーキディスク（１１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自転車のブレーキディスクアセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　知られているように、自転車にディスクブレーキを用いることは現在では一般的である
。実際、このようなブレーキは、高い制動力が確実に得られ、泥や水による問題が生じに
くいことから他の種類の従来のブレーキよりも好まれることが多い。
【０００３】
　通常、ディスクブレーキは、自転車のフレームに固定されたブレーキキャリパと、車輪
のハブに取り付けられたブレーキディスクを含むブレーキディスクアセンブリとを備える
。ブレーキキャリパ内には、２つまたは４つの対向するブレーキパッドが存在する。ブレ
ーキディスクは対向するパッド間に形成された空間内で回転する。ブレーキレバーを作動
させることで、パッドはブレーキディスクに近付けられて、ブレーキディスクに摩擦を生
じさせる。
【０００４】
　ブレーキディスクをハブと連結することにより、ブレーキパッドとブレーキディスクと
の間で発生した力をハブに伝達して、車輪のハブに抵抗トルクを生じさせて制動を行うと
いう機能が得られる。
【０００５】
　このため、ブレーキディスクは、ボルトによって、またはハブの外面とブレーキディス
クの中央部の孔の内面との間での適合する形状によって、ハブに係止されている。
【０００６】
　ブレーキディスクを、ブレーキキャリパのパッド間に存在する空間に確実に配置するた
めに、ブレーキキャリパには、自転車のフレームに対して（したがって、ブレーキディス
クに対して）キャリパ本体を軸方向に変位させることができるアジャスタが設けられてい
る。
【０００７】
　自転車の車輪またはブレーキディスクを交換する必要がある場合、ブレーキキャリパの
アジャスタを操作して、ブレーキディスクを確実にパッド間の中心に位置付ける必要があ
る。
【０００８】
　実際、加工公差および、とりわけブレーキディスクをハブに取り付ける工程で発生する
クリアランスにより、公称上は同一である２つの車輪は、固定の基準点（自転車のフレー
ム）に対するブレーキディスクの軸方向位置に僅かな差異を有することになる。
【０００９】
　ブレーキディスクの軸方向位置におけるこうした僅かな差異により、ブレーキキャリパ
のアジャスタを操作して、ブレーキディスクをパッド間の中心に位置付けることが必要と
なる。
【００１０】
　出願人は、ブレーキキャリパのアジャスタに必要な調節を行うには車輪の交換に時間を
要し、例えば、自転車レース中の車輪交換の速さの要件に適合しないということに気付い
た。
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【００１１】
　出願人は、さらに、ブレーキキャリパのアジャスタを長期間連続的に作動させることに
よって、特に非熟練者によってなされた場合に、アジャスタに損傷が生じ、結果的に正常
に機能しなくなってしまう可能性があるということに気付いた。
【００１２】
　特許文献１には、ハブに対するブレーキディスクの軸方向位置を調節する機構を備える
自転車のブレーキディスクアセンブリが記載されている。この調節機構は、ブレーキディ
スクと車輪のハブとの間に作用するばね等の弾性エレメントを備える。ブレーキディスク
は、ハブおよびブレーキディスクに作用して弾性エレメントの作用に対抗する係止部材に
よって、所定の軸方向位置に係止される。係止部材が作動する軸方向位置を選択すること
により、ブレーキディスクの軸方向位置を選択することが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第９２６７５６０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　出願人は、ブレーキキャリパのアジャスタを介入させる必要がなく車輪を交換を可能に
する、簡易かつ費用対効果が高いブレーキディスクアセンブリがあれば好都合であろうと
考えた。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　したがって、本発明は、ブレーキディスクと、当該ブレーキディスクに連結される連結
部を有するハブ本体とを備える自転車のブレーキディスクアセンブリであって、前記ハブ
本体は、前記ハブ本体の軸方向端から異なる軸方向距離に配置された複数の停止領域が設
けられた径方向外側部分を有し、前記ブレーキディスクは中央部を有し、この中央部には
、前記ハブ本体の前記連結部を少なくとも部分的に収容するように、かつ、回転中に前記
ブレーキディスクを前記ハブ本体に固定しているように、開口が設けられ、前記ブレーキ
ディスクは、さらに、前記ハブ本体の前記停止領域のうちの１つの停止領域に選択的に接
触するように構成された突起を有するブレーキディスクアセンブリに関する。
【００１６】
　前記ハブ本体は前記ハブを車輪のリムに（例えば、スポークを介して）連結し、自転車
のフレーム（またはフォーク）に固定されたハブ軸を形成するハブピンによって架け渡さ
れている。
【００１７】
　出願人は、前記ハブ本体に複数の停止領域を設け、前記ブレーキディスクに少なくとも
１つの突起を設けることによって、前記突起を前記停止領域のうちの１つに接触させるよ
うに前記ブレーキディスクを前記ハブ本体に挿入することが可能であると考えた。これに
より、前記ブレーキディスクは前記ハブ本体に対して所定の軸方向位置を取る。
【００１８】
　出願人はさらに、前記停止領域を、軸方向位置が異なるもの、すなわち固定の基準点（
例えば、ハブ本体の軸方向端など）からの軸方向距離が異なるものとすることで、前記ブ
レーキディスクの前記突起が係合される停止領域を選択することが可能であるため、前記
ハブ本体に対する前記ブレーキディスクの軸方向位置を選択することが可能であると考え
た。これにより、前記ブレーキディスクの前記突起が係合される停止領域をその都度選択
して、前記ブレーキディスクを前記ブレーキキャリパの前記パッド間の空間で自在に回転
させることが可能である。
【００１９】
　前記ブレーキディスクの前記突起が係合する停止領域の選択は、例えば、前記ブレーキ
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キャリパの前記パッドの間で前記ブレーキディスクを自在に回転させることができる最も
適切な停止領域が特定されるまで、試行錯誤で行うことができる。
【００２０】
　出願人は、これにより、既に準備された複数の車輪のセットに、前記ブレーキキャリパ
の前記アジャスタの介装を要することなく、取付済みの車輪を直ちに交換することができ
るブレーキディスクを提供することができると考えた。
【００２１】
　１つの停止領域と前記突起の係合は一意的である。係合される停止領域が選択されると
、前記ブレーキディスクを前記ハブ本体に対して位置付けるだけで、特別な道具や設備の
使用を必要とすることなく、また、特定の経験や操作者の感性を必要とすることなく、前
記突起を前記停止領域に合わせることができる。また、これにより、専門の整備士ではな
いユーザも、精密かつ効果的に前記ブレーキディスクアセンブリを組み立てることができ
る。
【００２２】
　出願人はさらに、前記ブレーキディスクと前記ハブ本体との間に挿入して前記ハブ本体
に対する前記ブレーキディスクの軸方向位置を定める付加的な部品または構成品がないこ
とにより、誤装着を減らし、結果的に前記ブレーキディスクアセンブリの信頼性を高める
ことができると考えた。
【００２３】
　本明細書および特許請求の範囲において、「軸方向」などの用語は、ハブ本体の回転軸
と実質的に一致するかまたは平行な方向を意味している。「軸方向内側」および「軸方向
外側」という用語は、それぞれ、ハブ本体の回転軸に対して垂直なハブ本体の中心平面に
近い軸方向配置、およびこの平面から遠い軸方向配置を意味している。「径方向」などの
用語は、ハブ本体の回転軸に実質的に直交する平面上にあり、この回転軸を通る方向を意
味している。「径方向内側」および「径方向外側」という用語は、それぞれ、ハブ本体の
回転軸に近い径方向配置、およびこの平面から遠い径方向配置を意味している。「円周方
向」などの用語は、ハブ本体の回転方向と実質的に一致するかまたは平行な方向を意味し
ている。
【００２４】
　本発明に係る自転車のブレーキディスクアセンブリは、以下の構成の１つ以上を、単独
でまたは組み合わせて備えることができる。
【００２５】
　好ましくは、前記ブレーキディスクは、円周方向に並びかつ等間隔に離間する複数の突
起を有し、前記ハブ本体は、各突起に対して、円周方向に並ぶ複数の停止領域を有する。
好ましくは、各突起に対して、前記突起自体によって係合可能な複数の停止領域がそれぞ
れ形成されている。これにより、前記ハブ本体に対する前記ブレーキディスクの前記軸方
向位置は、各停止領域における多数の突起の係合によって定められ、前記ハブ本体に対し
て前記ブレーキディスクが取る前記軸方向位置の安定性を向上する。
【００２６】
　さらに、少なくとも３つの突起を設けることにより、前記ブレーキディスクと前記ハブ
本体とが垂直であることを確保することも可能である。
【００２７】
　好ましくは、円周方向に隣接するそれぞれ複数の停止領域からなる２組に属する２つの
同一の停止領域間の角度方向距離が、円周方向に隣接する２つの突起間の角度方向距離と
等しい。これにより、予め設定された停止領域と１つの突起を整列させるだけで、確実に
、他の突起も正確な停止領域に係合させることができる。
【００２８】
　好ましくは、前記複数の突起が、同一の軸方向寸法を有する。好ましくは、前記複数の
突起が、同一の円周方向寸法を有する。
【００２９】
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　好ましくは、同一組の複数の停止領域のうち、軸方向最外側の停止領域と軸方向最内側
の停止領域との間の距離の差が、約０．０２５ｍｍから約２．０００ｍｍの範囲にある。
これにより、精密性および正確性を以って、前記ハブ本体に対する前記ブレーキディスク
の角度方向位置を変更することが可能である。
【００３０】
　好ましくは、各停止領域が、前記突起のための挿入開口、軸方向に方向づけられた少な
くとも１つの肩部、および前記ブレーキディスクの前記突起が接触するように構成された
停止壁とを備える。これにより、前記停止領域への前記突起の挿入は、前記突起が前記停
止壁に接触したときに完了する。
【００３１】
　さらに、前記停止壁により、前記ハブ本体に対する前記ブレーキディスクの前記軸方向
内側方向への変位を阻止することが可能である。前記肩部は、少なくとも部分的に、前記
停止領域への前記突起の挿入を助けるという機能を有する。
【００３２】
　本発明の好適な実施形態において、各停止領域は、前記挿入開口と前記停止壁との間に
延在する２つの肩部を有し、前記２つの肩部は、互いに平行であり、かつ前記停止領域と
係合するように構成された前記突起の円周方向長さと等しい距離で円周方向に離間してい
る。これにより、前記２つの肩部は、前記停止領域に前記突起を挿入するためのガイドと
して作用し、前記突起をそれぞれの前記停止領域の前記停止壁に、案内された一意的な方
法で到達させることができる。
【００３３】
　本発明の幾つかの実施形態において、前記停止領域は、好ましくは前記肩部から円周方
向に分離されている。そのため、各停止領域が円周方向に隣接する前記停止領域と連通し
ていない。
【００３４】
　好ましくは、複数の停止領域からなる同一組の各停止領域の前記停止壁が、互いに平行
で異なる円周方向平面に沿って配置されている。換言すれば、各停止領域が停止壁を備え
、この停止壁が、好ましくは、平坦かつ前記ハブ軸に対して垂直であり、（突起によって
選択的に係合可能な）複数の停止領域からなる同一組の各停止領域の前記停止壁が互いに
軸方向に離間している。
【００３５】
　本発明の幾つかの実施形態において、前記ブレーキディスクの前記突起は前記中央部の
前記開口の径方向内側に突出しており、前記肩部は、前記ブレーキディスクの前記中央部
の軸方向長さと少なくとも等しい距離にわたって軸方向に延びている。換言すれば、前記
停止領域の前記肩部が前記ブレーキディスクの前記中央部の前記開口を通って、前記突起
が２つの肩部の間にフィットして挿入されている。これにより、前記停止領域における前
記突起の係合により、前記ハブ本体が前記ブレーキディスクと回転可能に接続され、前記
ブレーキディスクおよび前記ハブ本体を一体で回転させて、前記ブレーキディスクと前記
ハブ本体との間で制動トルクを伝達することができる。
【００３６】
　本発明の幾つかの実施形態において、前記突起が、好ましくは、前記中央部の前記開口
の径方向外側に配置されている。
【００３７】
　本発明のこれらの実施形態において、前記ハブ本体は、前記停止領域の軸方向外側およ
び径方向内側に延びる複数の溝が介在した複数の突条を備え、前記ブレーキディスクの前
記中央部の前記開口が、前記ハブ本体の前記複数の突条および前記複数の溝に適合する複
数の突条および複数の溝を備える。
【００３８】
　前記ハブ本体は、前記ハブ本体の前記溝が前記ブレーキディスクの前記突条を受け、前
記ブレーキディスクの前記溝が前記ハブ本体の前記突条を受けるように、前記ブレーキデ
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ィスクの前記中央部の前記開口に挿入される。これにより、前記ハブ本体および前記ディ
スクが一体で回転し、前記ブレーキディスクと前記ハブ本体との間で制動トルクを伝達す
ることができる。
【００３９】
　本発明の幾つかの実施形態において、複数の停止領域からなる同一組の前記停止領域が
、好ましくは単一の肩部を備え、前記円周方向に物理的に分離されていない。この場合に
おいても、複数の停止領域からなる同一組の各停止領域の前記停止壁が、好ましくは互い
に平行で異なる円周方向平面に沿って配置されている。
【００４０】
　これらの実施形態において、複数の停止領域からなる同一組の前記停止領域が段差面を
形成する。
【００４１】
　本発明の幾つかの実施形態において、複数の停止領域からなる同一組の各停止領域の前
記停止壁が、好ましくは連なって配置されて単一の傾斜面を形成する。この場合、複数の
停止領域からなる同一組の前記停止領域は、前記円周方向において物理的に分離されてい
ない。これにより、前記停止領域は肩部によって画定された単一の傾斜面を形成し、この
傾斜面により、前記ブレーキディスクが前記ハブ本体に対して取り得る実質的に連続した
（すなわち、不連続でない）様々な軸方向位置が得られる。
【００４２】
　本発明の幾つかの実施形態において、好ましくは、前記ブレーキディスクの前記突起が
、複数の停止領域からなる同一組の各停止領域の前記停止壁によって形成される前記単一
の傾斜面に対する対の形状からなる軸方向端を有する。これにより、前記停止領域および
前記突起は２つの傾斜表面を形成し、これらの傾斜表面は、互いの角度方向の向きに応じ
て、連続的に（すなわち、不連続でない方法で）前記ブレーキディスクを軸方向に固定の
基準点に近づけたり離したりする。
【００４３】
　本発明の幾つかの好適な実施形態において、前記突起は、前記ブレーキディスクの前記
中央部から前記複数の停止領域に向かって軸方向に突出している。本発明の幾つかの好適
な実施形態において、前記突起は、前記ブレーキディスクの前記中央開口に径方向および
軸方向に関して収まっている。
【００４４】
　前記ブレーキディスクを前記ハブ本体に軸方向に係止し、かつ前記突起とそれらによっ
て係合される前記停止領域との間の軸方向変位を防止するために、前記ブレーキディスク
アセンブリが、好ましくは、前記ハブ本体の前記軸方向端に螺合可能かつ前記ブレーキデ
ィスクと当接可能なロックナットを備える。
【００４５】
　本発明のさらなる態様において、自転車のハブ本体が、自転車のブレーキディスクと連
結するように構成された連結部を備え、前記連結部が、前記ハブ本体の端から異なる軸方
向距離に配置された複数の停止領域が設けられた径方向外側部分を有し、前記ハブ本体の
前記停止領域が、前記ブレーキディスクの少なくとも１つの突起によって選択的に接触さ
れるように構成されている。
【００４６】
　本発明の更に別の態様において、自転車のブレーキディスクが、ハブ本体の連結部を少
なくとも部分的に収容するように、かつ、回転中に当該ブレーキディスクを前記ハブ本体
に固定しているように、開口が設けられた中央部を備え、当該ブレーキディスクが、さら
に、前記ハブ本体の少なくとも１つの停止領域に選択的に接触するように構成された少な
くとも１つの突起を備える。
【００４７】
　本発明のさらなる特徴および利点は、添付の図面を参照しながら行う、幾つかの好適な
実施形態についての説明からさらに明らかとなる。
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【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明に係る自転車のブレーキディスクアセンブリの概略図である。
【図２】本発明に係るブレーキディスクアセンブリの第１の実施形態のブレーキディスク
の概略的な斜視図である。
【図３】第１の実施形態のハブ本体の概略的な斜視図である。
【図４】第１の実施形態のブレーキディスクアセンブリの概略図である。
【図５】本発明に係るブレーキディスクアセンブリの第２の実施形態のブレーキディスク
の概略的な斜視図である。
【図６】第２の実施形態のハブ本体の概略的な斜視図である。
【図７】第２の実施形態のブレーキディスクアセンブリの概略図である。
【図８】本発明に係るブレーキディスクアセンブリの第３の実施形態のブレーキディスク
の概略的な斜視図である。
【図９】第３の実施形態のハブ本体の概略的な斜視図である。
【図１０】第３の実施形態のブレーキディスクアセンブリの概略図である。
【図１１】本発明に係るブレーキディスクアセンブリの第４の実施形態のブレーキディス
クの概略的な斜視図である。
【図１２】第４の実施形態のハブ本体の概略的な斜視図である。
【図１３】第４の実施形態のブレーキディスクアセンブリの概略図である。
【図１４】本発明に係るブレーキディスクアセンブリの第５の実施形態のブレーキディス
クの概略的な斜視図である。
【図１５】第５の実施形態のハブ本体の概略的な斜視図である。
【図１６】第５の実施形態のブレーキディスクアセンブリの概略図である。
【図１７】本発明に係るブレーキディスクアセンブリの第６の実施形態のブレーキディス
クの概略的な斜視図である。
【図１８】第６の実施形態のハブ本体の概略的な斜視図である。
【図１９】第６の実施形態のブレーキディスクアセンブリの概略図である。
【図２０】本発明に係るブレーキディスクアセンブリの第７の実施形態のブレーキディス
クの概略的な斜視図である。
【図２１】第７の実施形態のハブ本体の概略的な斜視図である。
【図２２】第７の実施形態のブレーキディスクアセンブリの概略的な斜視断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　図面をとおして、符号１０は、本発明に係る、自転車のブレーキディスクアセンブリの
全体を指す。全ての実施形態に共通するブレーキディスクアセンブリ１０の部分は同一の
符号で示され、特に明記されていない限り、全ての実施形態に含まれるものと理解された
い。
【００５０】
　ブレーキディスクアセンブリ１０は、ブレーキディスク１１およびハブ本体５０を備え
る。図１に示すように、ハブ本体５０は、自転車のフレーム部分１００（例えば、フロン
トフォークまたは後輪の支持アームなど）に連結可能なハブピン５１によって軸方向に架
け渡されている。
【００５１】
　ハブ本体５０はハブピン５１のハブ軸Ｘを中心として回転可能であり、このため、ハブ
本体５０とハブピン５１との間に径方向に介在するころ軸受（図示せず）を介してハブピ
ン５１に回転可能に連結されている。
【００５２】
　ハブ本体５０は、スポークまたは（レンチキュラー車輪を形成する）連続表面によって
車輪のリム（図示せず）に連結されている。
【００５３】
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　図面の例において、ハブ本体５０は、ハブ本体５０の軸方向の両端のフランジ５２から
延びて、車輪のリムの径方向内側部分に到達するスポーク（図示せず）によって車輪のリ
ムに連結されるように構成されている。ハブ軸Ｘは、自転車の車輪の回転軸と一致する。
【００５４】
　キャリパ本体１０１は、図１に概略的に示され、軸方向に対向する２つのブレーキキャ
リパ１０２を有し、ブレーキパッド１０３がそれぞれ設けられている。キャリパ本体１０
１は、それ自体は公知の方法で、自転車のフレーム部分１００に取り付けられている。
【００５５】
　ブレーキディスク１１は、ブレーキトラック１２と、このブレーキトラック１２に連結
された中央部１３とを備える。ブレーキトラック１２は、図１に概略的に示すように、実
質的に環状に延びており、キャリパ本体１０１の２つのブレーキパッド１０３の間で回転
するものである。ブレーキトラック１２は、良好な制動特性が確保される材料（例えば、
鋼など）で作製され、その一方で、中央部１３は、より軽量の材料（例えば、アルミニウ
ムまたは軽合金など）で作製することができる。
【００５６】
　ブレーキトラック１２の厚みは軸方向に実質的に均一であり、例えば、約１．８ｍｍか
ら約２ｍｍの範囲にある。ブレーキトラック１２は、制動中に発生する熱をより良く放散
するためにブレーキトラック１２自体の全体厚みを貫通する複数の軸方向孔を備えること
ができる。ブレーキトラック１２は、ブレーキパッド１０３が加える制動作用を中央部に
伝達できるように、中央部１３に連結されている。
【００５７】
　このため、例えば、図２に概略的に示すように、中央部１３は、ブレーキトラック１２
の連結領域に連結された複数の径方向連結部１４を備える。ブレーキトラック１２と中央
部１３との間の連結は、固定されていても、代替的に、ブレーキトラックと中央部１３と
の間に径方向クリアランスができるようなものとすることも可能である。一例として、中
央部の径方向連結部１４およびブレーキトラック１２の連結領域に形成された孔に挿通さ
れる加締めピンを介して、このような連結を成すことが可能である。
【００５８】
　ブレーキディスク１１の中央部１３は、ハブ本体５０の軸方向の一端５３が架かるもの
である貫通開口１５を備える。具体的には、ハブ本体５０は、ハブ本体５０の軸方向の一
端５３を形成する自由端を有する連結部５４を備える。
【００５９】
　連結部５４は、車輪のスポークの締着フランジ５２に対する軸方向外側位置からハブ本
体５０の軸方向端５３まで延びる。連結部５４は、ブレーキディスク１１の軸方向の全体
厚みを横切るように、ブレーキディスク１１の中央部１３の開口１５に少なくとも部分的
に挿入可能である。
【００６０】
　ブレーキディスク１１の中央部１３は、複数の突起１６（好ましくは、４つの突起１６
）を備え、これら突起１６は軸方向に延在する。連結部５４に設けられたハブ本体５０の
径方向外側部分５５は、ブレーキディスク１１の突起１６のための複数の停止領域５６を
備える。具体的には、ブレーキディスク１１の各突起１６に対してそれぞれ複数の停止領
域５６が設けられている。そのため0、各突起１６につき、多数の停止領域５６が利用可
能である。
【００６１】
　ブレーキディスク１１がハブ本体５０に取り付けられるとき（具体的には、ハブ本体５
０の連結部５４がブレーキディスク１１の開口１５に挿入されるとき）、各突起１６は対
応する停止領域５６に挿入される。突起１６の軸方向長さは全て同一であり、１つの組の
複数の停止領域の該当の停止領域５６は、別の組の複数の停止領域５６の該当の停止領域
５６と同一である。
【００６２】



(11) JP 2018-189238 A 2018.11.29

10

20

30

40

50

　図面に概略的に示すように、複数の突起１６は互いに同一の径方向距離で配置され、円
周方向に沿って並んでいる。該当の停止領域５６は突起１６と径方向において合致し、か
つ、円周方向に沿って並んでいる。
【００６３】
　停止領域５６は、ハブ本体５０にブレーキディスク１１が挿入される程度の限度を定め
、ハブ本体５０において、軸方向内側方向におけるブレーキディスク１１の摺動に対して
ストローク停止の終わりを定める。
【００６４】
　同一組の複数の停止領域５６の各停止領域５６、すなわち、突起１６が係合可能な各停
止領域５６は、固定の基準点に対して、例えばハブ本体５０の軸方向端５３に対して、軸
方向の距離が互いに異なる。したがって、異なる停止領域５６と突起１６が結合すると、
ハブ本体５０へのブレーキディスク１１の挿入程度が異なる。すなわち、ハブ本体５０に
対するブレーキディスク１１の軸方向位置が異なることになる。換言すれば、当然ながら
変換因子を除いて、（自転車フレームに固定された）ハブ本体５０とブレーキディスク１
１との間の距離を調節することは、キャリパ１０１とブレーキディスク１１の間の距離を
調節することに等しい。
【００６５】
　ハブ本体５０とブレーキディスク１１の間の上記距離は、例えば、ハブ本体５０自体の
回転軸Ｘに対して垂直なハブ本体５０の中心平面を基準とすることで定めることができる
。
【００６６】
　図２から図４に示す第１の実施形態において、各停止領域５６は、停止壁５７と、挿入
開口５８と、２つの肩部５９とを備える。停止壁５７は平坦であり、連結部５４（図３）
から径方向に延び、かつ円周平面上にあるので、ハブ軸Ｘに対して垂直である。停止壁５
７は、車輪のスポークを有する連結フランジ５２付近の領域において軸方向に配置されて
いる。
【００６７】
　２つの肩部５９は、互いに平行な平面によって形成され、これらの肩部は、実質的に、
直線で囲まれ、かつ軸方向と平行であり、突起１６の径方向長さと少なくとも等しい径方
向長さを有する。２つの肩部５９は、挿入開口５８から停止壁５７まで延び、停止領域５
６の円周方向における幅を定める。
【００６８】
　この実施形態において、複数の停止領域５６からなる各組には、３つの停止領域５６が
存在するのが好ましい。つまり、各突起１６は、３つの異なる停止領域５６の中から選択
して挿入することができる。変形例（図示せず）において、複数の停止領域５６の各組に
４つ以上（例えば、４つまたは５つ）の停止領域５６が存在してもよい。いずれの場合で
あっても、複数の停止領域５６の各組に少なくとも２つの停止領域５６が必要である。
【００６９】
　円周方向に隣接する２組の複数の停止領域の２つの同一の停止領域５６は、円周方向に
隣接する２つの突起１６を隔てる角度と等しい角度で離間している。
【００７０】
　各停止壁５７は、同一組の複数の停止領域５６の他の停止壁５７から、所定量またはこ
のような所定量の倍数量だけ軸方向に離間している。上記の所定量は０．０１０ｍｍから
１ｍｍの間であり、好ましくは約０．０２５ｍｍである。
【００７１】
　突起１６は、ブレーキディスク１１が占める軸方向空間を超えて延在している。すなわ
ち、ブレーキディスク１１から軸方向に突出している。突起１６は、ブレーキディスク１
１の背向する２つの表面のうちの一方のみから軸方向に突出しており、具体的には、ブレ
ーキディスク１１の軸方向内面から、すなわち、ハブ本体５０に面する表面から軸方向に
突出している。
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【００７２】
　突起１６は実質的に角柱状の形状を有し、当接面１７と、軸方向に延びる２つの背向す
る側面１８とを備える。当接面１７は平坦であり、２つの側面１８に接合し、かつ径方向
範囲を有する。すなわち、当接面１７はハブ軸Ｘに対して実質的に垂直である。
【００７３】
　当接面１７は、突起１６が停止領域５６に挿入されたとき、停止壁５７と接触して、ハ
ブ本体５０に対するブレーキディスク１１の軸方向内側への並進を防止するものである。
このため、当接面１７は、停止壁５７と径方向において合致している。つまり、ハブ軸Ｘ
から停止壁５７までの距離と同一の距離に配置されている。
【００７４】
　当接面１７の円周方向長さは、停止領域５６の挿入開口５８の円周方向長さと等しい大
きさである。換言すれば、突起１６が停止領域５６に係合しているとき、突起１６の円周
方向に背向する側壁１８は停止領域５６の肩部５９と接触している。
【００７５】
　各突起が係合される停止領域５６を選択することにより、ブレーキディスク１１がハブ
本体５０に対して、また、これによりフレーム１００およびブレーキキャリパ１０２に対
して取るべき軸方向位置を選択することが可能である。
【００７６】
　第１の実施形態において、図２に示すように、突起１６は、ブレーキディスク１１の開
口１５において径方向に突出している。突起１６は、ブレーキディスク１１の開口１５の
軸方向内側で、好ましくは、開口１５自体の軸方向厚み全体にわたって延在している。停
止領域５６の肩部５９の軸方向範囲は、ブレーキディスク１１がハブ本体５０に取り付け
られたときにブレーキディスク１１の開口１５内に延びるような長さである。これにより
、突起１６が停止領域５６に係合されると、ハブ本体５０に対するブレーキディスク１１
の回転が防止され、ブレーキトラック１２に加えられた制動作用が、ハブ本体５０にそし
て車輪に伝達される。
【００７７】
　この実施形態において、ハブ本体５０の径方向端５３におけるハブ本体５０の連結部５
４の直径は、ブレーキディスク１１の開口１５の直径よりも小さい。停止領域の停止壁５
７の径方向範囲によって増大したハブ本体５０の連結部５４の直径は、ブレーキディスク
１１の開口１５の直径と実質的に等しい。
【００７８】
　図５から図７に示す本発明の第２の実施形態において、各停止領域５６は、停止壁５７
と、挿入開口５８と、２つの肩部５９とを備える（図６）。停止壁５７は平坦であり、連
結部５４（図６）から径方向に延び、かつ円周平面上にあるので、ハブ軸Ｘに対して垂直
である。停止壁５７は、車輪のスポークを有する連結フランジ５２付近の領域において軸
方向に配置されている。
【００７９】
　２つの肩部５９は互いに平行な平面によって形成され、これらの肩部は、実質的に、直
線で囲まれ、かつ軸方向と平行であり、突起１６の径方向長さと少なくとも等しい径方向
長さを有する。２つの肩部５９は、挿入開口５８から停止壁５７まで延び、停止領域５６
の円周方向における幅を定める。
【００８０】
　この実施形態において、複数の停止領域５６からなる各組には、３つの停止領域５６が
存在するのが好ましい。つまり、各突起１６は、３つの異なる停止領域５６の中から選択
して挿入することができる。変形例（図示せず）において、複数の停止領域５６の各組に
４つ以上（例えば、４つまたは５つ）の停止領域５６が存在してもよい。いずれの場合で
あっても、複数の停止領域５６の各組に少なくとも２つの停止領域５６が必要である。
【００８１】
　円周方向に隣接する２組の複数の停止領域の２つの同一の停止領域５６は、円周方向に
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隣接する２つの突起１６を隔てる角度と等しい角度で離間している。
【００８２】
　各停止壁５７は、同一組の複数の停止領域５６の他の停止壁５７から、所定量またはこ
のような所定量の倍数量だけ軸方向に離間している。上記の所定量は０．０１０ｍｍから
１ｍｍの間であり、好ましくは約０．０２５ｍｍである。
【００８３】
　突起１６は、ブレーキディスク１１が占める軸方向空間を超えて延在している。すなわ
ち、ブレーキディスク１１から軸方向に突出している。突起１６は、ブレーキディスク１
１の２つの背向する表面のうちの一方のみから軸方向に突出しており、具体的には、ブレ
ーキディスク１１の軸方向内面から、すなわち、ハブ本体５０に面する表面から軸方向に
突出している。
【００８４】
　突起１６は実質的に角柱状の形状を有し、当接面１７と、軸方向に延びる２つの背向す
る側面１８とを備える。当接面１７は平坦であり、２つの側面１８に接合し、かつ径方向
範囲を有する。すなわち、当接面１７はハブ軸Ｘに対して実質的に垂直である。
【００８５】
　当接面１７は、突起１６が停止領域５６に挿入されたとき、停止壁５７と接触して、ハ
ブ本体５０に対するブレーキディスク１１の軸方向内側への並進を防止するものである。
このため、当接面１７は、停止壁５７と径方向において合致している。つまり、ハブ軸Ｘ
から停止壁５７までの距離と同一の距離に配置されている。
【００８６】
　当接面１７の円周方向長さは、停止領域５６の挿入開口５８の円周方向長さと等しい大
きさである。換言すれば、突起１６が停止領域５６に係合しているとき、突起１６の円周
方向に対向する側壁１８は停止領域５６の肩部５９と接触している。
【００８７】
　各突起が係合される停止領域５６を選択することにより、ブレーキディスクがハブ本体
５０に対して、また、これによりフレーム１００およびブレーキキャリパ１０２に対して
取るべき軸方向位置を選択することが可能である。
【００８８】
　第２の実施形態において、図５に示すように、突起１６は、ブレーキディスク１１の開
口１５に対して径方向外側にある。停止領域５６の肩部５９の軸方向長さは、軸方向最内
側に停止壁５７がある停止領域５６の停止壁５７と挿入開口５８との間の軸方向の距離以
下である。これにより、いずれの停止領域５６に突起１６が係合しても、突起の当接面１
７は停止領域５６の停止壁５７と常に接触する。突起１６が停止領域５６に係合されると
、ハブ本体５０に対するブレーキディスク１１の回転が防止され、ブレーキトラック１２
に加えられた制動作用が、ハブ本体５０にそして車輪に伝達される。
【００８９】
　この実施形態において、ハブ本体５０の径方向端５３におけるハブ本体５０の連結部５
４の直径は、ブレーキディスク１１の開口１５の直径と実質的に等しい。停止領域の停止
壁５７の径方向範囲によって増大したハブ本体５０の連結部５４の直径は、ブレーキディ
スク１１の開口１５の直径よりも大きい。
【００９０】
　図８から図１０に示す本発明の第３の実施形態において、各停止領域５６は、停止壁５
７と、挿入開口５８と、２つの肩部５９とを備える（図９）。停止壁５７は平坦であり、
連結部５４から径方向に延び、かつ円周平面上にあるので、ハブ軸Ｘに対して垂直である
。停止壁５７は、車輪のスポークを有する連結フランジ５２付近の領域において軸方向に
配置されている。
【００９１】
　２つの肩部５９は互いに平行な平面によって形成され、これらの肩部は、実質的に直線
で囲まれ、かつ軸方向と平行であり、突起１６の径方向長さと少なくとも等しい径方向長
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さを有する。２つの肩部５９は、挿入開口５８から停止壁５７まで延び、停止領域５６の
円周方向における幅を定める。
【００９２】
　この実施形態において、複数の停止領域５６からなる各組には、３つの停止領域５６が
存在するのが好ましい。つまり、各突起１６は、３つの異なる停止領域５６の中から選択
して挿入することができる。変形例（図示せず）において、複数の停止領域５６の各組に
４つ以上（例えば、４つまたは５つ）の停止領域５６が存在してもよい。いずれの場合で
あっても、複数の停止領域５６の各組に少なくとも２つの停止領域５６が必要である。
【００９３】
　円周方向に隣接する２組の複数の停止領域の２つの同一の停止領域５６は、円周方向に
隣接する２つの突起１６を隔てる角度と等しい角度で離間している。
【００９４】
　各停止壁５７は、同一組の複数の停止領域５６の他の停止壁５７から、所定量またはこ
の所定量の倍数量だけ軸方向に離間している。上記の所定量は０．０１０ｍｍから１ｍｍ
の間であり、好ましくは約０．０２５ｍｍである。
【００９５】
　突起１６は、ブレーキディスク１１が占める軸方向空間を超えて延在している。すなわ
ち、ブレーキディスク１１から軸方向に突出している。突起１６は、ブレーキディスク１
１の２つの背向する表面のうちの一方のみから軸方向に突出しており、具体的には、ブレ
ーキディスク１１の軸方向内面から、すなわち、ハブ本体５０に面する表面から軸方向に
突出している。
【００９６】
　突起１６は実質的に角柱状の形状を有し、実質的に平坦な当接面１７と、軸方向に延び
る２つの背向する側面１８とを備える。当接面１７は２つの側面１８に接合し、かつ径方
向範囲を有する。すなわち、当接面１７はハブ軸Ｘに対して実質的に垂直である。
【００９７】
　当接面１７は、突起１６が停止領域５６に挿入されたとき、停止壁５７と接触して、ハ
ブ本体５０に対するブレーキディスク１１の軸方向内側への並進を防止するものである。
このため、当接面１７は、停止壁５７と径方向において合致している。つまり、ハブ軸Ｘ
から停止壁５７までの距離と同一の距離に配置されている。
【００９８】
　当接面１７の円周方向長さは、好ましくは、挿入開口５８の円周方向長さよりも小さい
。そのため、突起１６と、この突起１６が係合される停止領域５６の間に円周方向にクリ
アランスが存在する。
【００９９】
　各突起が係合される停止領域５６を選択することにより、ブレーキディスクがハブ本体
５０に対して、また、これによりフレーム１００およびブレーキキャリパ１０２に対して
取るべき軸方向位置を選択することが可能である。
【０１００】
　第３の実施形態において、図８に示すように、突起１６は、ブレーキディスク１１の開
口１５に対して径方向外側にある。停止領域５６の肩部５９の軸方向長さは、軸方向最内
側に停止壁５７がある停止領域５６の停止壁５７と挿入開口５８との間の軸方向の距離以
下である。これにより、いずれの停止領域５６に突起１６が係合しても、突起１６の当接
面１７は停止領域５６の停止壁５７と常に接触する。
【０１０１】
　ブレーキディスク１１の中央部１３の開口１５は、形状適合プロファイルに従って形付
けられている。これは、ブレーキディスク１１の開口１５の径方向内側のプロファイル（
外形）は、連結部５４に合致するプロファイルが設けられている場合にブレーキディスク
１１とハブ本体５０との間でトルクを伝達できるような幾何学的特徴を有するということ
を意味している。形状適合プロファイルは、例えば、多角形プロファイル、または（例え
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ば、弦で表面を平らにした）変形円形プロファイルなどとすることが可能である。
【０１０２】
　具体的には、軸方向に方向付けられた突条６０および溝６１が、ブレーキディスク１１
の開口１５の径方向内面と、ハブ本体５０の接続部５４の径方向外面とに設けられる。こ
れにより、突起１６が停止領域５６に係合されると、したがって、ハブ本体５０の接続部
５４がブレーキディスク１１の開口１５に挿入されると、ブレーキディスク１１とハブ本
体５０との間の回転が防止され、ブレーキトラック１２に加えられた制動作用が、ハブ本
体５０にそして車輪に伝達される。
【０１０３】
　この実施形態において、ハブ本体５０の径方向端５３におけるハブ本体５０の連結部５
４の直径は、ブレーキディスク１１の開口１５の直径と実質的に等しい。そのため、ハブ
本体５０の突条６０がブレーキディスク１１の溝６１に挿入され、ブレーキディスク１１
の突条６０がハブ本体５０の溝６１に挿入される。
【０１０４】
　突条６０および溝６１の円周方向長さは、突起１６の円周方向長さよりも極めて小さく
、好ましくは、溝６１および突条６０の円周方向長さが突起１６の円周方向長さの少なく
とも３分の１よりも小さい。これにより、ブレーキディスク１１の突条６０とハブ本体５
０の突条６０との間に干渉を生じさせることなく、確実に突起１６を停止領域５６に挿入
するように、ハブ本体５０に対してブレーキディスク１１の角度方向を合わせることが常
に可能である。
【０１０５】
　停止領域５６の停止壁５７の径方向範囲によって増大したハブ本体５０の連結部５４の
直径は、ブレーキディスク１１の開口１５の直径よりも大きい。
【０１０６】
　図１１から図１３に示す本発明の第４の実施形態において、各停止領域５６は、停止壁
５７と、挿入開口５８と、肩部５９とを備える（図１２）。停止壁５７は平坦であり、連
結部５４から径方向に延び、かつ円周平面上にあるので、ハブ軸Ｘに対して垂直である。
停止壁５７は、車輪のスポークを有する連結フランジ５２付近の領域において軸方向に配
置されている。
【０１０７】
　図１２に示すように、複数の停止領域５６からなる同一組の停止領域５６が互いに隣接
して連続することにより、挿入開口５８は物理的に分離されずに、円周方向において単一
の連続開口を形成している。
【０１０８】
　肩部５９は、平坦な表面であり、軸方向に沿って、かつ突起１６の径方向長さと少なく
とも等しい径方向長さである。停止壁５７は隣接する停止壁５７から肩部５９によって分
離されており、この肩部は、１つの停止壁５７から、隣接して連続する停止壁５７まで軸
方向に延在する。換言すれば、同一組の複数の停止領域５６の停止壁５７は、一種の段付
き傾斜を形成する。
【０１０９】
　円周方向端に設けられた同一組の複数の停止領域５６の停止壁５７は、第２の肩部５９
ａを備える。第２の肩部５９ａは、平坦な表面であり、軸方向に沿って、かつ肩部５９の
径方向長さと等しい径方向長さである。２つの第２の肩部５９ａの間の円周方向距離が、
１つの組の複数の停止領域５６の円周方向長さを定める。
【０１１０】
　この実施形態において、複数の停止領域５６からなる各組には、５つの停止領域５６が
存在するのが好ましい。つまり、各突起１６は、５つの異なる停止領域５６の中から選択
して挿入することができる。変形例（図示せず）において、複数の停止領域５６の各組に
、停止領域５６を５つよりも多くまたは少なく（例えば、６つ、４つまたは３つ）設ける
ことができる。いずれの場合であっても、複数の停止領域５６の各組に少なくとも２つの
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停止領域５６が必要である。
【０１１１】
　円周方向に隣接する２組の複数の停止領域の２つの同一の停止領域５６は、円周方向に
隣接する２つの突起１６を隔てる角度と等しい角度で離間している。
【０１１２】
　各停止壁５７は、同一組の複数の停止領域５６の他の停止壁５７から、所定量またはこ
の所定量の倍数量だけ軸方向に離間している。上記の所定量は０．００１ｍｍから１ｍｍ
の間であり、好ましくは約０．０２５ｍｍである。第１の停止領域５６の停止壁５７を、
隣接して連続する第２の停止領域５６の停止壁５７から隔てる軸方向距離は、第１の停止
領域５６の肩部５９の軸方向長さによって決まる。
【０１１３】
　突起１６は、ブレーキディスク１１が占める軸方向空間を超えて延在している。すなわ
ち、ブレーキディスク１１から軸方向に突出している。突起１６は、ブレーキディスク１
１の２つの背向する表面のうちの一方のみから軸方向に突出しており、具体的には、ブレ
ーキディスク１１の軸方向内面から、すなわち、ハブ本体５０に面する表面から軸方向に
突出している。
【０１１４】
　突起１６は実質的に角柱状の形状を有し、当接面１７と、軸方向に延びる２つの背向す
る側面１８とを備える。当接面１７は実質的に平坦であり、２つの側面１８に接合し、か
つ径方向範囲を有する。すなわち、当接面１７はハブ軸Ｘに対して実質的に垂直である。
【０１１５】
　当接面１７は、突起１６が停止領域５６に挿入されたとき、停止壁５７と接触して、ハ
ブ本体５０に対するブレーキディスク１１の軸方向内側への並進を防止するものである。
このため、当接面１７は、停止壁５７と径方向において合致している。つまり、ハブ軸Ｘ
から停止壁５７までの距離と同一の距離に配置されている。
【０１１６】
　当接面１７の円周方向長さは、好ましくは、挿入開口５８の円周方向長さよりも小さい
。そのため、突起１６と、この突起１６が係合される停止領域５６の間に円周方向にクリ
アランスが存在する。
【０１１７】
　各突起１６が係合される停止領域５６を選択することにより、ブレーキディスクがハブ
本体５０に対して、また、これによりフレーム１００およびブレーキキャリパ１０２に対
して取るべき軸方向位置を選択することが可能である。
【０１１８】
　第４の実施形態において、図１１に示すように、突起１６は、ブレーキディスク１１の
開口１５に対して径方向外側にある。軸方向最内側に停止壁５７がある停止領域５６の第
２の肩部５９ａの軸方向長さは、ブレーキディスク１１の突起１６の軸方向長さ以下であ
る。これにより、いずれの停止領域５６に突起１６が係合しても、突起１６の当接面１７
は停止領域５６の停止壁５７と常に接触する。
【０１１９】
　ブレーキディスク１１の中央部１３の開口１５は、形状適合プロファイルに従って形付
けられている。これは、ブレーキディスク１１の開口１５の径方向内側のプロファイル（
外形）は、連結部５４に合致するプロファイルが設けられている場合にブレーキディスク
１１とハブ本体５０との間でトルクを伝達できるような幾何学的特徴を有するということ
を意味している。形状適合プロファイルは、例えば、多角形プロファイル、または（例え
ば、弦で表面を平らにした）変形円形プロファイルなどとすることが可能である。
【０１２０】
　具体的には、軸方向に方向付けられた突条６０および溝６１が、ブレーキディスク１１
の開口１５の径方向内面と、ハブ本体５０の接続部５４の径方向外面に設けられる。これ
により、突起１６が停止領域５６に係合されると、したがって、ハブ本体５０の接続部５
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４がブレーキディスク１１の開口１５に挿入されると、ブレーキディスク１１とハブ本体
５０との間の回転が防止され、ブレーキトラック１２に加えられた制動作用が、ハブ本体
５０にそして車輪に伝達される。
【０１２１】
　この実施形態において、ハブ本体５０の径方向端５３におけるハブ本体５０の連結部５
４の直径は、ブレーキディスク１１の開口１５の直径と実質的に等しい。そのため、ハブ
本体５０の突条６０がブレーキディスク１１の溝６１に挿入され、ブレーキディスク１１
の突条６０がハブ本体５０の溝６１に挿入される。
【０１２２】
　突条６０および溝６１の円周方向長さは、突起１６の円周方向長さよりも極めて小さく
、好ましくは、溝６１および突条６０の円周方向長さが突起１６の円周方向長さの少なく
とも３分の１よりも小さい。これにより、ブレーキディスク１１の突条６０とハブ本体５
０の突条６０との間に干渉を生じさせることなく、確実に突起１６を予め選択された停止
領域５６に挿入するように、ハブ本体５０に対してブレーキディスク１１の角度方向を合
わせることが常に可能である。
【０１２３】
　停止領域の停止壁５７の径方向範囲によって増大したハブ本体５０の連結部５４の直径
は、ブレーキディスク１１の開口１５の直径よりも大きい。
【０１２４】
　図１４から図１６に示す本発明の第５の実施形態において、各停止領域５６は、停止壁
５７と、挿入開口５８とを備える（図１５）。停止壁５７は連結部５４から径方向に延び
、ハブ軸Ｘに対して垂直な傾斜面上に位置する。停止壁５７は、車輪のスポークを有する
連結フランジ５２付近の領域において軸方向に配置されている。
【０１２５】
　図１５に示すように、複数の停止領域５６からなる同一組の停止領域５６が互いに隣接
して連続することにより、挿入開口５８は物理的に分離されずに、円周方向において単一
の連続開口を形成している。具体的には、１つの停止壁５７は、隣接する停止壁から物理
的に分離されておらず、同一組の複数の停止領域５６の停止壁５７が単一の傾斜面５７ａ
を形成する。
【０１２６】
　上記の単一の傾斜面５７ａは、（停止壁５７によって形成される）軸方向最内側領域が
、（次の停止壁によって形成される）軸方向最外側領域から所定量またはこの所定量の倍
数量だけ軸方向に離間している。上記の所定量は０．０１０ｍｍから１ｍｍの間であり、
好ましくは約０．０２５ｍｍである。停止壁５７によって形成される単一の傾斜面５７ａ
の円周方向端に、軸方向に延び、かつ複数の停止領域５６からなる同一組の停止領域５６
の円周方向の境界を定める肩部５９が存在する。
【０１２７】
　図１５に示すように、複数の停止領域５６からなる隣の組の肩部５９は、単一の傾斜面
５７ａの反対側の軸方向端に配置されている。代替的に、単一の傾斜面５７ａの反対側の
軸方向端において、第１の肩部５９の軸方向寸法よりも軸方向寸法が小さい追加の肩部を
設けることも可能である。
【０１２８】
　円周方向に隣接する２組であって、それぞれ複数の停止領域からなる２組の２つの同一
の停止領域５６は、円周方向に隣接する２つの突起１６を隔てる角度と等しい角度で離間
している。
【０１２９】
　突起１６は、ブレーキディスク１１が占める軸方向空間を超えて延在している。すなわ
ち、ブレーキディスク１１から軸方向に突出している。突起１６は、ブレーキディスク１
１の２つの背向する表面のうちの一方のみから軸方向に突出しており、具体的には、ブレ
ーキディスク１１の軸方向内面から、すなわち、ハブ本体５０に面する表面から軸方向に
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突出している。
【０１３０】
　突起１６はアーチ状の軸方向端面２０を備え、そのため、突起１６は、理想的には線状
のである当接面１７で終端している。当接面１７は、ハブ軸Ｘに対して実質的に垂直であ
る。
【０１３１】
　当接面１７は、突起１６が停止領域５６に挿入されたとき、停止壁５７において単一の
傾斜面５７ａと接触して、ハブ本体５０に対するブレーキディスク１１の軸方向内側への
並進を防止するものである。このため、当接面１７は、停止壁５７と径方向において合致
している。つまり、ハブ軸Ｘから停止壁５７までの距離と同一の距離に配置されている。
【０１３２】
　突起１６の円周方向長さは、挿入開口５８の円周方向長さよりも小さい。そのため、当
接面は任意の停止壁５７と（すなわち、単一の傾斜面５７ａの任意の箇所に）接触するこ
とができる。
【０１３３】
　各突起が係合される停止領域５６を選択することにより、ブレーキディスクがハブ本体
５０に対して、また、これによりフレーム１００およびブレーキキャリパ１０２に対して
取るべき軸方向位置を選択することが可能である。
【０１３４】
　第５の実施形態において、図１４に示すように、突起１６は、ブレーキディスク１１の
開口１５に対して径方向外側にある。停止領域５６の肩部５９の軸方向長さは、ブレーキ
ディスク１１の突起１６の軸方向長さ以下である。これにより、いずれの停止領域５６に
突起１６が係合しても、突起１６の当接面１７は停止領域５６の停止壁５７と常に接触す
る。
【０１３５】
　ブレーキディスク１１の中央部１３の開口１５は、形状適合プロファイルに従って形付
けられている。これは、ブレーキディスク１１の開口１５の径方向内側のプロファイル（
外形）は、連結部５４に合致するプロファイルが設けられている場合にブレーキディスク
１１とハブ本体５０との間でトルクを伝達できるような幾何学的特徴を有するということ
を意味している。形状適合プロファイルは、例えば、多角形プロファイル、または（例え
ば、弦で表面を平らにした）変形円形プロファイルなどとすることが可能である。
【０１３６】
　具体的には、軸方向に方向付けられた突条６０および溝６１が、ブレーキディスク１１
の開口１５の径方向内面と、ハブ本体５０の接続部５４の径方向外面に設けられる。これ
により、突起１６が停止領域５６に係合されると、したがって、ハブ本体５０の接続部５
４がブレーキディスク１１の開口１５に挿入されると、ブレーキディスク１１とハブ本体
５０との間の回転が防止され、ブレーキトラック１２に加えられた制動作用が、ハブ本体
５０にそして車輪に伝達される。
【０１３７】
　この実施形態において、ハブ本体５０の径方向端５３におけるハブ本体５０の連結部５
４の直径は、ブレーキディスク１１の開口１５の直径と実質的に等しい。そのため、ハブ
本体５０の突条６０がブレーキディスク１１の溝６１に挿入され、ブレーキディスク１１
の突条６０がハブ本体５０の溝６１に挿入される。
【０１３８】
　突条６０および溝６１の円周方向長さは、傾斜面５７ａの円周方向長さよりも極めて小
さく、好ましくは、溝６１および突条６０の円周方向長さが単一の傾斜面５７ａの円周方
向長さの少なくとも３分の１よりも小さく、さらに好ましくは１０分の１よりも小さい。
これにより、ブレーキディスク１１の突条６０とハブ本体５０の突条６０との間に干渉を
生じさせることなく、確実に突起１６を予め選択された停止領域５６に挿入するように、
ハブ本体５０に対してブレーキディスク１１の角度方向を合わせることが常に可能である
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。
【０１３９】
　停止壁５７の径方向範囲によって増大したハブ本体５０の連結部５４の直径は、ブレー
キディスク１１の開口１５の直径よりも大きい。
【０１４０】
　図１７から図１９に示す本発明の第６の実施形態において、各停止領域５６は、停止壁
５７と、挿入開口５８とを備える（図１５）。停止壁５７は連結部５４から径方向に延び
、ハブ軸Ｘに対して垂直な傾斜面上に位置する。停止壁５７は、車輪のスポークを有する
連結フランジ５２付近の領域において軸方向に配置されている。
【０１４１】
　図１８に示すように、複数の停止領域５６からなる同一組の停止領域５６が互いに隣接
して連続することにより、挿入開口５８は物理的に分離されずに、円周方向において単一
の連続開口を形成している。具体的には、１つの停止壁５７は、隣接する停止壁から物理
的に分離されておらず、同一組の複数の停止領域５６の停止壁５７が単一の傾斜面５７ａ
を形成する。
【０１４２】
　上記の単一の傾斜面５７ａは、（停止壁５７によって形成される）軸方向最内側領域が
、（次の停止壁によって形成される）軸方向最外側領域から所定量またはこの所定量の倍
数量だけ軸方向に離間している。上記の所定量は０．０１０ｍｍから１ｍｍの間であり、
好ましくは約０．０２５ｍｍである。停止壁５７によって形成される単一の傾斜面５７ａ
の円周方向端に、軸方向に延び、かつ複数の停止領域５６からなる同一組の停止領域５６
の円周方向の境界を定める肩部５９が存在する。
【０１４３】
　図１８に示すように、複数の停止領域５６からなる隣の組の肩部５９は、単一の傾斜面
５７ａの反対側の軸方向端に設けられる。代替的に、単一の傾斜面５７ａの反対側の軸方
向端において、第１の肩部５９の軸方向寸法よりも軸方向寸法が小さい追加の肩部を設け
ることも可能である。
【０１４４】
　円周方向に隣接する２組であって、それぞれ複数の停止領域からなる２組の２つの同一
の停止領域５６は、円周方向に隣接する２つの突起１６を分離する角度と等しい角度で離
間している。
【０１４５】
　突起１６は、ブレーキディスク１１が占める軸方向空間を超えて延在している。すなわ
ち、ブレーキディスク１１から軸方向に突出している。突起１６は、ブレーキディスク１
１の２つの背向する表面のうちの一方のみから軸方向に突出しており、具体的には、ブレ
ーキディスク１１の軸方向内面から、すなわち、ハブ本体５０に面する表面から軸方向に
突出している。
【０１４６】
　突起１６（図１７）は当接面１７を備える。当接面１７は、傾斜しかつハブ軸Ｘに対し
て垂直な、突起の軸方向端１６ａによって形成されている。図１９に概略的に示すように
、各突起１６の軸方向端１６ａの傾きは単一の傾斜面５７ａの傾きと等しい。そのため、
軸方向端１６ａの表面が単一の傾斜面５７ａと連続して接触することができる。
【０１４７】
　突起１６が停止領域５６に挿入されたときに軸方向端１６ａが接触する単一の傾斜面５
７ａの部分に応じて、ブレーキディスク１１は、ハブ本体５０に対して異なる軸方向位置
を取る。突起１６と単一の傾斜面５７ａとの接触により、ハブ本体５０に対するブレーキ
ディスク１１の軸方向内側への並進が防止される。突起の軸方向端１６ａは、停止壁５７
と径方向において合致している。つまり、ハブ軸Ｘから停止壁５７までの距離と同一の距
離に配置されている。
【０１４８】
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　突起１６の円周方向長さは、停止壁５７によって形成される単一の傾斜面５７ａの円周
方向長さと実質的に等しい。
【０１４９】
　第６の実施形態において、図１７に示すように、突起１６は、ブレーキディスク１１の
開口１５に対して径方向外側にある。停止領域５６の肩部５９の軸方向長さは、ブレーキ
ディスク１１の突起１６の最大軸方向長さ以下である。
【０１５０】
　ブレーキディスク１１の中央部１３の開口１５は、形状適合プロファイルに従って形成
されている。これは、ブレーキディスク１１の開口１５の径方向内側のプロファイル（外
形）が、連結部５４に合致するプロファイルが設けられている場合にブレーキディスク１
１とハブ本体５０との間でトルクを伝達できるような幾何学的特徴を有するということを
意味している。形状適合プロファイルは、例えば、多角形プロファイル、または（例えば
、弦で表面を平らにした）変形円形プロファイルなどとすることが可能である。
【０１５１】
　具体的には、軸方向に方向付けられた突条６０および溝６１が、ブレーキディスク１１
の開口１５の径方向内面と、ハブ本体５０の接続部５４の径方向外面に設けられる。これ
により、突起１６が停止領域５６に係合されると、したがって、ハブ本体５０の接続部５
４がブレーキディスク１１の開口１５に挿入されると、ブレーキディスク１１とハブ本体
５０との間の回転が防止され、ブレーキトラック１２に加えられた制動作用が、ハブ本体
５０にそして車輪に伝達される。
【０１５２】
　この実施形態において、ハブ本体５０の径方向端５３におけるハブ本体５０の連結部５
４の直径は、ブレーキディスク１１の開口１５の直径と実質的に等しい。そのため、ハブ
本体５０の突条６０がブレーキディスク１１の溝６１に挿入され、ブレーキディスク１１
の突条６０がハブ本体５０の溝６１に挿入される。
【０１５３】
　突条６０および溝６１の円周方向長さは、傾斜面５７ａの円周方向長さよりも極めて小
さく、好ましくは、溝６１および突条６０の円周方向長さが単一の傾斜面５７ａの円周方
向長さの少なくとも３分の１よりも小さく、さらに好ましくは１０分の１よりも小さい。
これにより、ブレーキディスク１１の突条６０とハブ本体５０の突条６０との間に干渉を
生じさせることなく、確実に突起１６を予め選択された停止領域５６に挿入するように、
ハブ本体５０に対してブレーキディスク１１の角度方向を合わせることが常に可能である
。
【０１５４】
　停止壁５７の径方向範囲によって増大したハブ本体５０の連結部５４の直径は、ブレー
キディスク１１の開口１５の直径よりも大きい。
【０１５５】
　図２０および図２１に示す本発明の第７の実施形態において、各停止領域５６は、停止
壁５７と、挿入開口５８と、２つの肩部５９とを備える。停止壁５７は平坦であり、連結
部５４（図２１）から径方向に延び、かつ円周平面上にあるので、ハブ軸Ｘに対して垂直
である。停止壁５７は、車輪のスポークを有する連結フランジ５２付近の領域において軸
方向に配置されている。
【０１５６】
　２つの肩部５９は互いに平行な平面によって形成され、これらの肩部は、実質的に直線
で囲まれ、かつ軸方向と平行であり、突起１６の径方向長さと少なくとも等しい径方向長
さである。２つの肩部５９は、挿入開口５８から停止壁５７まで延び、停止領域５６の円
周方向における幅を定める。
【０１５７】
　この実施形態において、複数の停止領域５６からなる各組には、３つの停止領域５６が
存在するのが好ましい。つまり、各突起１６は、３つの異なる停止領域５６の中から選択
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して挿入することができる。変形例（図示せず）において、複数の停止領域５６の各組に
４つ以上（例えば、４つまたは５つ）の停止領域５６が存在してもよい。いずれの場合で
あっても、複数の停止領域５６の各組に少なくとも２つの停止領域５６が必要である。
【０１５８】
　円周方向に隣接する２組の複数の停止領域の２つの同一の停止領域５６は、円周方向に
隣接する２つの突起１６を隔てる角度と等しい角度で離間している。
【０１５９】
　各停止壁５７は、同一組の複数の停止領域５６の他の停止壁５７から、所定量またはこ
のような所定量の倍数量だけ軸方向に離間している。上記の所定量は０．０１０ｍｍから
１ｍｍの間であり、好ましくは約０．０２５ｍｍである。
【０１６０】
　突起１６は実質的に角柱状の形状を有し、当接面１７と、軸方向に延びる２つの背向す
る側面１８とを備える。当接面１７は平坦であり、２つの側面１８を接合し、かつ径方向
範囲を有する。すなわち、当接面１７はハブ軸Ｘに対して実質的に垂直である。
【０１６１】
　当接面１７は、突起１６が停止領域５６に挿入されたとき、停止壁５７と接触して、ハ
ブ本体５０に対するブレーキディスク１１の軸方向内側への並進を防止するものである。
このため、当接面１７は、停止壁５７と径方向において合致している。つまり、ハブ軸Ｘ
から停止壁５７までの距離と同一の距離に配置されている。
【０１６２】
　当接面１７の円周方向長さは、停止領域５６の挿入開口５８の円周方向長さと等しい。
換言すれば、突起１６が停止領域５６に係合しているとき、突起１６の円周方向に背向す
る側壁１８は停止領域５６の肩部５９と接触している。
【０１６３】
　各突起が係合される停止領域５６を選択することにより、ブレーキディスク１１がハブ
本体５０に対して、また、これによりフレーム１００およびブレーキキャリパ１０２に対
して取るべき軸方向位置を選択することが可能である。
【０１６４】
　第７の実施形態において、図２１に示すように、突起１６は、ブレーキディスク１１の
開口１５の径方向内側に突出している。突起１６は、ブレーキディスク１１の開口１５の
軸方向内で延在している。突起は、開口１５の軸方向厚さよりも小さい軸方向寸法を有す
る。そのため、突起は、開口１５自体内に軸方向に関して収まっている。
【０１６５】
　停止領域５６の肩部５９の軸方向範囲は、ブレーキディスク１１がハブ本体５０に取り
付けられたときにブレーキディスク１１の開口１５の内側にも延在するような長さである
。これにより、突起１６が停止領域５６に係合されると、ハブ本体５０に対するブレーキ
ディスク１１の回転が防止され、ブレーキトラック１２に加えられた制動作用が、ハブ本
体５０にそして車輪に伝達される。
【０１６６】
　この実施形態において、ハブ本体５０の径方向端５３におけるハブ本体５０の連結部５
４の直径は、ブレーキディスク１１の開口１５の直径よりも小さい。停止領域の停止壁５
７の径方向範囲によって増大したハブ本体５０の連結部５４の直径は、ブレーキディスク
１１の開口１５の直径と実質的に等しい。
【０１６７】
　各実施形態において、ハブ本体５０の軸方向端にロックナット７０を螺合することが可
能である。ハブ本体５０の軸方向端にはねじ切りが施されており、同様にねじ切りが施さ
れたロックナット７０を係合可能に収容する。ロックナット７０は、ハブ本体５０に螺合
されたとき、ブレーキディスク１１と接触して、ブレーキディスクを軸方向に係止し、軸
方向外側方向への移動を防止する。
【０１６８】
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　当然ながら、当業者であれば、その時々の要件や偶発的な要件を満足するために本発明
の自転車のブレーキディスクアセンブリに様々な変更や変形を施すことができ、いずれに
せよ、これらの変更や変形の全ては添付の特許請求の範囲により定まる保護範囲内に含ま
れる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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